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《研究ノート》

紀元2世紀のリュキア人のコイノンにおける名誉と過去
─ “πολ(ε)ιτευόμενος δὲ καὶ ἐν ταῖς κατὰ Λυκίαν πόλεσι πάσαις” の用法から ─

岸　本　廣　大

はじめに

本稿の目的は，リュキア地方の碑文に特有の表現である“πολ(ε)ιτευόμενος δὲ καὶ ἐν ταῖς κατὰ 

Λυκίαν πόλεσι πάσαις” に着目し，その意味や用法を分析することで，後 2世紀のリュキア人

が名誉と過去についてどのように認識していたのかを考察することである１）。具体的な議論

に入る前に，まずは本稿が扱うリュキア地方の歴史を概観し，考察の射程を示しておきた

い。

小アジア南西部に位置するリュキア地方には，独自の言語であるリュキア語を用いる人々

が暮らしていたといわれており２），いわゆる「大植民時代」においても，この地域の東部を

除いてギリシア人植民市は建設されず，独自の文化が形成・維持されていたと考えられてい

る３）。前 6世紀後半には，アカイメネス朝ペルシアの支配下に入るものの，実際は現地の有

力者を通じた自治が認められていたようである４）。また，デロス同盟の貢税表にリュキア諸

都市の名がみられることから，少なくとも一時期，デロス同盟を基盤としたアテナイの影響

下にあったとされる５）。「大王の平和」の後，リュキア地方は再びアカイメネス朝に復した

が，前 360 年代には，ペルシアの下でカリア地方を支配していたヘカトムノス朝の勢力下に

おかれた６）。

アレクサンドロス大王の東方遠征の後，ヘレニズム時代のリュキア地方は，主にプトレマ

イオス朝の支配下におかれることになる７）。前 197年にアンティオコス3世によって一時的

に占領されたものの，ローマとアンティオコス朝との戦争の結果，前 188 年にリュキアの支

配権はロドスに与えられた８）。しかし，このロドスの支配に対するリュキア人の抵抗は激し

かったようで，前 167 年にはローマによってロドスから解放され，「自由」が与えられるこ

とになった９）。しばらくの間，リュキアは同盟などローマとの良好な関係を通じて「自由」

を享受したが，後 43 年に内乱を原因としてローマからの「自由」を失い，リュキアは属州

となった 10）。

以上のように，リュキア地方は様々な政治勢力の支配下におかれ，文化的にも多くの変化

を被ってきた。その典型例としてよく引き合いに出されるのが，プトレマイオス朝の下で進
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展したとされる「ギリシア化」である。既に前 4世紀半ばには，ギリシア的な都市国家，い

わゆるポリスが発展し，ギリシア語の使用も広がっていたが，前 3世紀にはリュキア語が碑

文上から見られなくなる 11）。そして，コイノン（複数の共同体からなる連邦国家のような共

同体）が遅くともロドスの支配期までには成立していたことも，重要であろう 12）。というの

も，コイノンはギリシア本土で先行して発展した共同体であり，リュキアでのコイノンの成

立もまた，「ギリシア化」と呼べる出来事であった 13）。しかし，「ギリシア化」をはじめとす

る様々な変化が，リュキア人に一方的に影響を与えていたわけではなかったことは，先行研

究で既に指摘されている 14）。リュキア人たちは，新たな変化にうまく適応しながら独自の文

化を発展させていったのである。そして，そのような文化変容は，形に残る建築物や碑文慣

習のみならず，彼らの考え方にも及んでいたであろう。本稿は，ローマ支配下，特に後 2世

紀のリュキア人が名誉と過去についてどのように認識していたのかを考察する。そのような

認識も，広い意味で文化と捉えれば，本稿はリュキアの文化変容の一事例を提供することに

なるであろう。

1．先行研究と問題の所在

本稿が着目するのは，“πολ(ε)ιτευόμενος δὲ καὶ ἐν ταῖς κατὰ Λυκίαν πόλεσι πάσαις” という表現

である。直訳すれば，「リュキア全体の全てのポリスにおいても市民である」となり，字義

通り解釈するならば，リュキア地方の諸ポリス全てにおいて市民権を有している状態を示す

であろう（以下，この表現は「リュキア全体の～市民である」と略記する）。その表現が見

られる碑文がギリシア語で書かれていることや，「ポリス（πόλεσι）」や「市民である（πολ(ε)

ιτευόμενος）」といった用語から，この表現がギリシア文化の影響を受けていることは間違い

ない。しかし一方で，この表現はギリシア世界の他の地域では見られない，リュキア出土碑

文に特有の表現でもある。ギリシア文化の影響を受けながら，リュキア地方に独特であると

いう点で，「リュキア全体の～市民である」という表現はまさにリュキア人の文化変容の象

徴であり，本稿の分析の対象にふさわしいといえよう。

それでは，この表現についての先行研究を整理していこう。先行研究は，何よりもこの表

現が具体的に何を示しているのかに関心を抱いた。例えば，コイノン研究の大家でもある

Larsenは，リュキア人の市民権を論じる中で，この表現に言及している。彼は，この表現が

「リュキア全体の全てのポリス」において実質的な市民権の行使を可能とするものではなく，

あくまでも名誉的な称号に過ぎなかったと解釈した 15）。ゆえに，彼は “πολ(ε)ιτευόμενος” を

単に「公的活動を行っている」と理解した。同様の結論を示しているのがMorrettiである。

彼はさらに，その称号の保持者がリュキア人のコイノンの公職者である可能性を提示してい

る 16）。

また，クサントスとレトーン出土碑文をまとめたBallandは，この表現をリュキア人のコイ



 紀元2世紀のリュキア人のコイノンにおける名誉と過去 75

ノンの市民権の証拠とみなし，コイノンがそれらを付与していたと主張している 17）。“πολ(ε)

ιτευόμενος” を「市民である」と解釈した点で，Larsenらの主張とは異なるものの，彼もま

た，その市民権は出身ポリス以外では実際に行使できない名誉的な市民権であると考えてい

た。近年では Behrwaldが，リュキア人のコイノンから授けられる特定の名誉（例えば “ κατ’ 

ἔτος κατὰ πόλιν τ(ε)ιμί ”「一年毎，ポリス毎の名誉」など）を有する人々を示す称号だと解釈

している 18）。

以上の研究は，“πολ(ε)ιτευόμενος” という用語の細かい意味については解釈が分かれるもの

の，基本的には「リュキア全体の～市民である」という表現が名誉的なものであると考えて

きた。しかし，最近になって，後 2世紀のオプラモアス碑文を校訂した Kokkiniaが異なる

解釈を提案した。彼女によれば，この表現は，実際に（全てではないにせよ）複数のポリス

の市民権を有している人物について述べる際，彼が持つ市民権の個別のポリス名を省略した

際の表現であり，これまでの先行研究が考えてきたような称号ではなく，実際に行使可能な

市民権の保持を意味すると主張した 19）。そして彼女は，リュキアにおける複数の市民権保持

者を研究した Reitzensteinの成果も踏まえ 20），この表現に反映されている当時のリュキア社

会を次のように描いている。後 2世紀にポリスの枠組みを超えて経済的・血縁的関係を広げ

ていったリュキア人のエリート層が名誉を求めてリュキア地方全体で恩恵施与を競い合っ

た結果，数多くのポリスの市民権を有する人物が現れ，彼らに対して用いるためにこの表現

が生じたのである，と。

Kokkiniaの研究は，「リュキア全体の～市民である」という表現が名誉的な称号ではない

という点で，これまでの先行研究よりも斬新である。しかし，最終的なリュキア社会に関す

る考察はおおむね妥当だとしても，その表現を省略とみなす彼女の主張にはいくつかの問題

点もある。そもそも単なる省略のために，あのような長い表現をわざわざ用いたのだろう

か，という疑問がある。たとえ結果として省略の機能があったとしても，その表現には本来

別の意味が込められていたと考えるべきではないだろうか。それを示唆するのが，この表現

が単独で用いられ，必ずしも市民権を持つポリス名の省略を意味するとは思えない箇所が存

在することである 21）。詳細は後述するが，少なくともこれらの箇所については省略とは異な

る解釈が必要であろう。また，Kokkiniaの主張通り，「リュキア全体の～市民である」とい

う表現が名誉的な称号でなかったとしても，この表現が名誉の獲得競争の文脈で生まれてき

たことは彼女自身も認めている。そうであれば，この省略表現が用いられること自体が間接

的に名誉を示していた可能性があり，そのような名誉を示す機能までも否定できるわけでは

ないだろう。

Kokkiniaの議論では，むしろ複数の市民権の保持が，当時のリュキア地方において名誉に

値するとみなされていたことが肝要である。そして，「リュキア全体の～市民である」とい

う表現は，その文脈において考える必要があるだろう。つまり，この表現にも名誉を示す意

図が込められていたのではないだろうか。そのような観点から，次章ではこの表現の用例を
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実際に分析していく。

2．「リュキア全体の～市民である」という表現の用法

（1）「リュキア全体の～市民である」という表現の特徴

本稿末の一覧表は，「リュキア全体の～市民である」という表現を含む碑文をまとめたも

のである。以下では，これに沿って議論を進める（以下，本文中に No.で示される番号は，

この表の番号を指す）が，まずこの表現の特徴を明らかにしておこう。

管見の限り，「リュキア全体の～市民である」という表現は，復元も含めて 43 例確認され

る。既に述べたとおり，現存する史料の全てがリュキア出土碑文である。碑文の年代が推定

できている 39 例のうち，ローマ時代のものが 34 例，さらに後 2世紀のものが 25 例と多数

を占める。しかし，後 2世紀への集中は，当時の碑文慣習や長大なオプラモアス碑文に因る

ものと考えられるため，一概にローマ時代に特有，あるいは爆発的に増えた表現とは断言で

きない。むしろ，5例の碑文（No. 17, 18, 26, 35, 36）が，ローマによる属州化以前に年代づ

けられることからは，この表現が比較的長期間にわたって用いられ続けたことを重視するべ

きであろう。

そして興味深いのは，属州化以前から用いられているにもかかわらず，この表現に見られ

る単語や語順にほとんど変化がないことである 22）。先行研究において称号として理解され

たのも，このことに根拠づけられる。それが称号か否かの議論はおいておくにしても，こ

うした状況は，「リュキア全体の～市民である」という表現がリュキア人（少なくともリテ

ラシーのあるエリート層）にとって定型句のように理解されていたことを示唆する。すなわ

ち，彼らにとってこの表現は長年利用され続けた，親しみ深い表現であったと考えられる。

また，43 例のうち 35 例が顕彰碑文に見られることから，この表現は顕彰と密接な関係に

あることが窺われる。必ずしもこの表現が顕彰碑文に用いられているわけではないが，少な

くとも「リュキア全体の～市民である」という表現は顕彰決議に刻むにふさわしいと判断さ

れていたことは間違いない。顕彰決議との密接な関係は，その表現が名誉を示す意図で用い

られていたという前述の見通しとも合致する 23）。さらに顕彰決議の主体が，コイノンだけで

なく，複数のポリスに渡っていることから，「リュキア全体の～市民である」という表現と

顕彰決議のつながりは，リュキア地方全体で一般的であったと考えられる。

以上より，「リュキア全体の～市民である」という表現が，リュキア人に広く，そして長

い間使われ続けていたこと，そして名誉を示す意図で用いられていたことが示唆された。次

なる疑問は，そのようなリュキア人に親しみ深い表現が，名誉を示す際にどのように用いら

れているのか，という点である。
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（2）オプラモアス碑文の分析―2種類の用法―

「リュキア全体の～市民である」という表現が名誉を示す方法を考察するためには，個々

の碑文における用例を分析する必要がある。本節では，その表現が多数みられる，後 2世紀

中頃のオプラモアス碑文に焦点を当てて検討していく。この碑文については既に言及した

が，オプラモアスが自らの顕彰に関わる文書を，モニュメントにまとめて刻んだ碑文で，19

世紀に彼の出身ポリスであるロディアポリスで発見された。現物は失われたものの，5度の

校訂がなされ，その最新版が先に触れた Kokkiniaの研究である 24）。本稿もこの版に依拠し

て議論を進める。

彼女によれば，この碑文には，コイノンがオプラモアスに対して決議した 32 の顕彰と，

それに関する書簡 38 通が記されているが，「リュキア全体の～市民である」という表現の分

布には偏りがあり，ローマ皇帝や総督に宛てられた書簡には原則として用いられず，もっぱ

らコイノンによる顕彰決議に現れる 25）。ここからも，この表現がリュキア独特のものであっ

たことが窺われる。

さて，この碑文には 11 例の「リュキア全体の～市民である」という表現がみられる。そ

のうち 8例（No. 4～11）はオプラモアス自身に付され，彼の名に続く一連のエスニコンの後

に現れる。例えば，No. 4 においては「オプラモアス，（中略），ロディアポリス人，コリュ

ダッラ人，ミュラ人，パタラ人，リュキア全体の全てのポリスにおいても市民である」とあ

り，その他のエスニコンと並んで扱われている。この表現とともに現れるポリス名は，出身

ポリスであるロディアポリスを除き各事例に統一性はないことから，スペースや表現の都合

で全てのポリス名を挙げる余裕がない際の省略のために，「リュキア全体の～市民である」

という表現が用いられたという Kokkiniaの説は一見して説得力を持つ。

しかし，残りの 3例（No. 1～3）はそれとは状況が異なる。それらはオプラモアスではな

く，彼の祖先に付されているが，前述したように「リュキア全体の～市民である」という表

現が単独で用いられている事例である。さらに，オプラモアス自身の時とは異なり，この表

現において “πολειτευσαμένων” のようにアオリスト分詞が用いられている。そして，特定の祖

先ではなく祖先全体を指して，彼らの祖先の称えられるべき功績を示す文脈で用いられてい

る点も，オプラモアス個人に付され，エスニコンのように扱われていた点と異なる。例えば

No. 16 では，大部分が復元に拠るけれども，オプラモアス自身による諸ポリスとエトノスへ

の寄付に言及したあと，「祖先たちはリュキアルケスであり，ストラテゴスであり，ヒッパ

ルコスであり，また，諸祖国においては第一人者であり，エトノスにおいては際立ち，高名

であり，そしてリュキア全体の全てのポリスにおいても市民であった」と述べられている。

また No. 18 においても，オプラモアス自身の美徳に簡単に言及した後，「祖先はリュキアル

ケスであり，エトノスにおいて第一人者であり，諸祖国において何度も顕彰されたのみなら

ず，リュキア人のコイノンにおいても顕彰された。それらに贈り物をなしたために。また，

彼らはリュキア全体における全てのポリスにおいて市民であり，ストラテゴスであり，ヒッ
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パルコスであって，…」と続いている。つまり，Kokkiniaの省略という説は，この場合はあ

てはまらず，むしろオプラモアス自身に付された時とは異なる意図で用いられていると考え

るべきであろう。

以上から，オプラモアス碑文における「リュキア全体の～市民である」という表現には，

2種類の用法があったことが窺われる。それは，エスニコン的な用法と，祖先を称える用法

である。そしてそれぞれは，異なる方法で被顕彰者（この碑文においてはオプラモアス）の

名誉を示していると考えられる。前者は，エスニコンと並んで用いることで，被顕彰者が複

数のポリスから市民権を与えられるほどの人物であることを強調している。その際に，「リュ

キア全体の～市民である」という表現は，確かに碑文に書ききれないポリスを省略するとい

う目的もあっただろうが，単なる省略以上に，被顕彰者の名誉をより強調して（誇張的とは

いえ）示すための方法であった。

一方，祖先を称える用法においては，「リュキア全体の～市民である」という表現が単独

で用いられていることから，先ほどのような省略とは考えにくい。ここで重要なのが，この

用法が見られる決議（No. 1～3）において，オプラモアスにはその表現が用いられていない

ということである。例えば No. 3 では ，「オプラモアス，カッリアデスの息子のアポッロニ

オスの息子（のアポッロニオスの息子），ロディアポリス人」というように，彼の出身ポリ

スと父方の系譜が語られるのみである 26）。Kokkiniaによれば，この 3つの決議は後 125 年

以前と年代づけられる一方，オプラモアスに「リュキア全体の～市民である」という表現が

用いられていた決議の年代は後 140 年代以降とされる。単純に考えれば，No. 1～3 の顕彰決

議が与えられたとき，まだ実績の乏しかったオプラモアスは出身ポリスの市民権以外を有し

ておらず，その表現を直接用いることができなかったのであろう。その代わり，自身が連な

る家系を「リュキア全体の～市民である」という表現を通じて称えることで，間接的に自ら

の名誉をより高めたと考えられる。つまり，祖先を称える用法は，省略ではなく，実績がま

だそれほどでもない被顕彰者の名誉を補うための方法であった。

（3）その他の碑文の分析―2種類の用法の関係―

前節では，「リュキア人全体の～市民である」という表現が厳密には異なる 2種類の方法

で被顕彰者の名誉を示していたことが明らかとなった。このことは先行研究で明確には指摘

されていない点であるが，重要なのは，2種類の用法の存在がさらなる問題を惹起すること

である。それは，どちらがリュキア地方で一般的な用法であったのか，またはどちらの用法

が先に用いられたのか，という 2種類の用法の関係についての問題である。そのような問題

に取り組むことで，リュキア人たちの名誉に関する認識の変遷について，その一端が垣間見

えることが期待される。そこで，本節ではオプラモアス碑文以外の事例 34 例を検討し，2種

類の用法の関係を考察していく。

前述したように，34 例の大半は顕彰碑文に属するが，それ以外の 8例は奉納（No. 16, 21, 
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22, 31, 32, 36）やエパンゲリア（No. 18），墓碑（No. 24）に分類される。このことは，「リュ

キア人全体の～市民である」という表現が，顕彰碑文に限らずリュキア社会の様々な場面で

広く用いられていたことを想像させる 27）。しかし，そうした様々な内容の碑文に用いられ

ているにもかかわらず，その用法は全てに共通しており，個人（被顕彰者や奉納者，寄進

者）の名前に続く一連のエスニコンの最後に置かれる。つまり，エスニコン的な用法である。

ローマによる属州化以前の事例（No. 17, 18, 26, 35, 36）における用法もまた，同様である。

一方，祖先を称える用法は，先に触れたオプラモアス碑文の 3例以外に現存していない 28）。

史料数が少ないため，これでもって全体の傾向を断言することは難しいが，現存史料から判

断するに，2種類の用法のうち，リュキア社会で一般的であったのはエスニコン的な用法で

あり，それはローマの支配以前に遡る伝統的な用法であった。他方，オプラモアス碑文の一

部にしか見られない祖先を称える用法は，エスニコン的な用法に比べれば限定的で，ひょっ

とすると後2世紀の新しい用法であったのかもしれない。少なくともこの用法が後2世紀に

特有であった可能性は高い 29）。もしそうならば，このことは当時のリュキアにおける名誉に

対する認識の変化を反映していると考えられる。そこで次章では，「リュキア人全体の～市

民である」という表現以外の，後 2世紀の名誉の示し方に焦点を当てて考察を進め，その認

識の変化について議論していきたい。

3．祖先の顕彰からみるリュキア人にとっての過去

本章では，後 2世紀の名誉の認識がそれ以前と異なることを示すために，祖先の顕彰の仕

方に着目する。まず，祖先を称える用法がみられる No. 1～3 とほぼ同時期の No. 4 には，祖

先に「リュキア人全体の～市民である」という表現は用いられていない。その代わり，オプ

ラモアスの経歴や徳に冒頭部で簡単に触れたあと，「（彼が由来する）祖先（προγόνων）は，

美徳ゆえに際立ち，全ての（ポリス）において第一人者であり，高名で，卓越し，リュキア

人のエトノスにおけるストラテゴスやヒッパルコスであり，気前の良さと名誉愛のゆえに，

顕彰された」と述べて，父アポッロニウスと母アグライスについて功績を紹介し，そして自

らの功績の提示へと移っていく。この箇所もまた，祖先の名誉を詳述することで，間接的に

オプラモアスの名誉を補うという，祖先を称える用法と同じ機能を有すると考えられる。

そのような “προγόνων”「（被顕彰者が由来する）祖先たち」で始まる表現は，オプラモア

ス碑文以外でもいくつか見出せる。「リュキア人全体の～市民である」という表現を含む碑

文のうち，ローマ時代，特に後 2世紀に “προγόνων” を含む表現を有している事例は，5例確

認できる（No. 15, 25, 30, 37, 38）。その表現に共通するのは，ストラテゴス，ヒッパルコス，

ナウアルコス，リュキアルケスなど，祖先が務めたコイノンの公職が具体的に言及されてい

ることである。例えば，No. 15 はコイノンではなく加盟ポリスのリュダイによる顕彰決議で

あるが，「祖先はヒッパルコス，ナウアルコス，リュキアルケスであった」とコイノンで務
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めたであろう経歴が紹介されている。リュキアルケスは，後 2世紀当時でもローマの下で継

続していたコイノン的な制度における最高の役職であったので 30），それに言及することで間

接的に被顕彰者の名誉を高めるという方法に何ら不思議はない。しかし，それ以外のストラ

テゴスやヒッパルコス，ナウアルコスに言及しているのは興味深い。というのも，それらの

役職はローマによる属州化以前に存在し，ローマの支配下の後 2世紀当時には任命されなく

なった軍事的な役職だからである 31）。つまり，彼らは既に消滅した役職にわざわざ言及して

までも，祖先の名誉を示そうとしていたのである。

一方，ローマによる属州化以前にも，祖先に言及する表現は見いだせる。例えば，No. 17

では，クサントス人アルタパテスが，「祖先を通じて（διὰ προγόνων），リュキア人のストラ

テゴスになり，」それゆえに顕彰されている。しかし，決定的な違いは，ここで挙げられて

いるストラテゴスという役職に就いたのはあくまでもアルタパテス自身ということである。

もちろん，「祖先を通じて」という表現は，彼の家系が代々高位公職者を輩出していたため

に用いられたと考えられ，彼の祖先もまたストラテゴスであった可能性は高い。しかし，後

2世紀の表現と比べると簡素な表現であることは否めない。属州化以前の表現は，祖先より

もアルタパテス自身がストラテゴスを務めたことを強調しているといえるであろう。No. 26, 

35 も，ローマの属州化以前の碑文で，「祖先を通じて」という表現が見られるが，挙げられ

る役職は，No. 17 同様に被顕彰者の功績として強調されている 32）。

以上から，ローマによる属州化以前と，後 2世紀の名誉の示し方が異なっている事が示さ

れる。ローマによる属州化以前は，祖先よりも被顕彰者自身が役職を務めたこと，つまり，

過去ではなく現在が重視された表現になっている。一方，後 2世紀の碑文には，祖先の功績

をより詳述することで，自らの名誉を補強しようとする傾向が強くなっていた。もちろん，

後 2世紀においても被顕彰者自身の功績が，顕彰において最も重視されるのは間違いない

が，それ以前と比較して，過去の描写が名誉を示す際により重きを置かれるようになったと

言うことはできるであろう。

それでは，後 2世紀には既に存在しないはずの役職をわざわざ挙げてまで，過去の描写に

重きをおくようになったのはどうしてであろうか。この点について，筆者は別稿で当時の

リュキア人（エリート層）が，ローマの支配下でもコイノンという枠組みを維持し，その

「伝統」の中に自らを位置づける傾向があったと論じたことがあるが 33），本稿の考察は，そ

の議論を補強することになるであろう。つまり，祖先を称える表現は，被顕彰者とローマ支

配化以前のコイノンとの関係を明確にする機能を果たしていた。そして，そのような過去と

の関係の明示が，後 2世紀のリュキア社会において，非常に効果的な名誉の示し方であった

と考えられるのである。

そのことは，「リュキア人全体の～市民である」という表現が，後 2世紀に祖先を称える

ために用いられるようになった背景も説明してくれる。本来その表現は，エスニコンのよう

に市民権を有するポリスの末尾に付され，省略を示す機能もあるものの，それ以上に被顕彰
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者が多くのポリスから市民権を付与されていたことを強調して，彼の名誉を示す表現として

用いられていた。しかし，後 2世紀に過去，特にローマ支配以前のコイノンとのつながりが

名誉とみなされるようになると，「リュキア人全体の～市民である」という表現は，そのつ

ながりを示す表現として非常に都合の良いものになった。その理由として，属州化以前から

ほとんど同じ形で使われ続けており，いわばリュキア社会の「伝統」的な表現であったこと

が挙げられる。かつての，まがりなりにも「自由」を享受していた時代を想起させる表現

は，自らと過去とのつながりを強調してくれるものであった。さらに，それ自体が過去を想

起させる「リュキア人全体の～市民である」という表現を，自らとその過去を結びつける祖

先に対して用いる方法は，二重の意味で過去と自らとのむすびつきを強調することになった

のではないだろうか。特に，オプラモアス碑文で見られたように，被顕彰者の功績がまだ十

分でないとき，このような表現は，彼の名誉を実際よりも過大に示す効果があったと考えら

れる。

おわりに

本稿の議論を総括しよう。リュキア出土碑文に特有であった「リュキア人全体の～市民で

ある」という表現は被顕彰者の名誉を示すために用いられたが，それには 2種類の用法が

あった。一つは，エスニコンと並んでその末尾に置かれ，市民権を持つ個別のポリスの表記

を省略すると同時に，省略されるほど多くの市民権を得た被顕彰者の名誉を示す用法であ

る。もう一つは，祖先に対して単独で用いられ，その祖先を称えることによって被顕彰者

の名誉を間接的に示す用法である。この 2種類のうち，前者がリュキア社会では一般的で，

ローマによる属州化以前からほぼ形を変えずに利用され続けていた。一方で後者の用法は，

ローマ支配以前の過去とのつながりを示す表現として，後 2世紀に派生，あるいはよく使わ

れるようになったと考えられる。過去を想起させ，かつその時代を生きた祖先に用いられる

ことで，この表現は，現在を生きる被顕彰者と，輝かしい（と彼らが考えていたであろう）

コイノンの過去を結び付け，被顕彰者の名誉を最大限に示すものであった。

以上の「リュキア人全体の～市民である」という表現の変遷，特に後 2世紀に特徴的な祖

先を称える用法は，リュキア人の名誉と過去についての認識の変化を反映している。かつて

の「自由」なコイノンとしての過去は，それほど特筆すべきことではない，いわば自明の過

去として強調する必要のないものであった。しかし，後 2世紀には，その過去が輝かしいも

のとして理想視され，その理想の過去とのつながりが名誉を示す有用な根拠として強調され

るようになった。つまり，後 2世紀のリュキア人たちは，ヘレニズム時代のコイノンをこの

時に過去として意識的に利用し始めたのである。その理由については推測を重ねるしかない

が，意識的に利用しなければならないほど，その過去が当時のリュキア人たちにとって当然

視されなくなってきた状況を示すのかもしれない。つながりを主張すればするほど，現在が
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過去とは違うという認識が明確化されるのは逆説的だが，このときはじめてヘレニズム時代

のコイノンはリュキア人の過去として位置付けられたのではないだろうか。それは，彼らに

とっての「歴史」，あるいは「伝統」が生まれた瞬間であったのかもしれない。

そしてそのような「伝統」の創造がローマ支配下でなされたことは，一見すれば，現状の

ローマ支配に対する批判とみなされるかもしれない。しかし，「リュキア人全体の～市民で

ある」という表現が用いられた決議が，皇帝宛ての書簡（No. 6，7）の中で，オプラモアス

への顕彰を証言する形で用いられていたことは，この表現がローマへの不満を特別に意味し

ていたとは考えにくい。むしろ，つながりを強調することで過去が現在と区別されていくと

いう逆説的な状況に鑑みれば，理想的な過去とのつながりによって自らの名誉を示しつつ

も，それをあくまでも過去とみなすことで，ローマの支配と共存しうるものであったと考え

るべきであろう。現状に合わせて過去を認識し，それを名誉の根拠として最大限に利用する

様子は，過去の認識においてもリュキア人がローマの支配に適応していたことを示す。この

ような適応は，リュキア人たちが様々な変化の中で行ってきた文化変容の一例といえるであ

ろう。

今後の課題として，まずはリュキア碑文に見られる「リュキア人全体の～市民である」以外

の表現の検討を通じて，本稿の考察を補強していかねばならないであろう。例えば，Kokkinia

が注目した μαρτυρίαι（証言・証拠）についての議論 34）は，本稿の結論の中にどのように位

置づけられるべきなのか。当時のリュキア社会についての実態 35）も踏まえながら，さらな

る考察の深化が求められる。

そしてより広い文脈では，後 2世紀に生じたと考えられるリュキア人の認識の変化につい

て，その背景や要因を考えていく必要がある。特に，同時期に，リュキア以外でも見られ

たギリシア文化の流行 36）との関係は一考の価値がある。また，近年みられるようになった，

リュキア以外のコイノンについての研究も参考に，ローマ支配下でのコイノンの文化変容に

ついて総合的に考えていきたい。例えば，ボイオティアでのコイノンの「復活」を，紀元前

後に引き下げる研究が近年現れているが 37），その「復活」は本稿が示したリュキア人のコイ

ノンの認識とどのような点で異なり，またどのような共通点を有するのであろうか。このよ

うな新たな課題に取り組むことで，ローマ時代のギリシア世界全体における歴史認識の解明

に寄与すると同時に，リュキアの文化変容の独自性もまた示されるであろう。
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26）No.1（Kokkinia ［2000］ II A, l.3-4），No.2（Id. IV C, l.9-10），No.3（Id. V A, l.3-4）なお，No. 1 には
「ロディアポリス人」は含まれていない。
27）ただしエパンゲリアは顕彰決議と同じ碑文に含まれており，厳密には顕彰碑文の一部とみなすこ
ともできるであろう。
28）No. 24 は，オプラモアス碑文の事例を除いてアオリストが用いられている唯一の例であるが，被
顕彰者の出身ポリスである「パタラ人」の後に続いて現れるため，エスニコン的な用法といえる。
アオリストが用いられているのは，この事例が墓碑であることも関係していると思われるが，現段
階では推測に留まらざるを得ない。
29）その仮定に基づくならば，前注で触れた No. 24 の年代を後 2世紀と推測できるかもしれない。
30）Strab. 14.3.3. Kokkinia ［2000］ pp.214-215 も参照。
31）拙稿 ［2016］「「伝統」としてのコイノン―ローマ支配下におけるリュキア人のコイノン」『西洋
古典学研究』64, 62-74 頁，特に 68 頁も参照。

32）特に No. 35 は女神ローマの神官が挙げられており，ローマの影響が強まっているにもかかわら
ず，これまで同様に，祖先よりも被顕彰者のカッリアス自身が務めた役職として強調されている。
33）拙稿 ［2016］ 70-71 頁.

34）Kokkinia ［2000］ pp.232-233.
35）近年は Kokkiniaの他，Reitzensteinもリュキアについて活発に論じている。D. Reitzenstein 

［2011］ Die lykischen Bundespriester. Repräsentation der kaiserzeitlichen Elite Lykiens（KLIO Beihefte 

- Neue Folge 17）, Berlin; Id. ［2012b］ Der lykische Bund, die Städte des Xanthostals und Rom in 

späthellenistischer Zeit, in: Ch. Fevel et al.（ed.）Communautés locales et pouvoir central dans l'Orient 

hellénistique et romain, Nancy, pp.429-450; Id. ［2013］ Prosopographie, Präsentation, Perzeption und 

Prestige. Das Beispiel des lykischen Bundespriesters Opramoas aus Rhodiapolis, in: B. Christiansen 

and U. Thaler（ed.）Ansehenssache. Formen von Prestige in Kulturen des Altertums, München, pp.149-
185.
36）南川高志 ［1993］「ローマ帝国とギリシア文化」藤縄謙三編『ギリシア文化の遺産』南窓社，77-
108 頁；長谷川岳男［2003］「ギリシア「古典期」の創造―ローマ帝政期におけるギリシア人の歴
史認識―」『西洋史研究』新輯 32，24-55 頁。

37）Ch. Müller ［2014］ A Koinon after 146? Reflections on the Political and Institutional Structure of 

Boeotia in the Late Hellenistic Period, in: N. Papazarkadas（ed.）［2014］ The Epigraphy and History of 

Boeotia. New Finds, New Prospects, Leiden, pp.119-145.

【付記】本研究は JSPS科研費 JP16J04166（特別研究員奨励費）の助成を受けたものです。
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]λ
εσ
ι̣ [
πά
σα
ις

]

19
T

A
M

 I
I 
28
8

ク
サ
ン
ト
ス

後
14
8
年

以
降

ク
サ
ン
ト
ス
に

よ
る
顕
彰
決
議

Κ
οΐ
ντ
ον

 Ο
ὐη
ρά
νι
ον

 Κ
οΐ
ντ
ου

|-
Ο
ὐη
ρα
νί
ου

 Ε
ὐδ
ήμ
ου

 υ
ἱὸ
ν 

Κ
λο
στ
ομ
εί
να

 Τ
λη
πό
λε

|μ
ον

ロ
ー
マ
人
，ク
サ
ン
ト
ス

人
，「
リ
ュ
キ
ア
人
全
体

の
～
市
民
で
あ
る
」

Ῥ
ω
μα
ῖο
ν 
κα
ὶ Ξ

άν
θι
ον

, 
πο
λε
ιτ
ευ
όμ
εν
ον

 δ
ὲ 
κα
ὶ 

| ἐ
ν  
τα
ῖς

 κ
ατ
ὰ 
Λ
υκ
ία
ν 

πό
λε
σι

 π
άσ
αι
ς

20
T

A
M

 I
I 
29
2

ク
サ
ン
ト
ス

ロ
ー
マ
時

代
顕
彰
決
議
？

[-
-ο

]υ
 Ἀ
ντ
ιμ
άχ
ο[
υ

「
リ
ュ
キ
ア
人
全
体
の
～

市
民
で
あ
る
」

π[
ολ
ιτ
ευ
ομ
έν
ου

 | 
δὲ

 κ
αὶ

 
ἐν

 τα
ῖς

 κ
ατ
ὰ 
Λ
υκ
ία

]ν
̣ 

πό
λε
σι
ν 

[π
άσ
αι
ς?

]
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21
T

A
M

 I
I 
42
2 

a
パ
タ
ラ

帝
政
期

奉
納
？

[Τ
ι]β
έρ
ιο
ν 
Κ
λα
ύδ
ι̣ο̣
ν 
Κ
λα
υδ
ίο
υ 

| 
[Ἰ
ά]
σο
νο
ς υ
ἱὸ
ν 
Κ
υρ
εί
να

 
Ἀ
γρ
ιπ

|π̣ε
ῖν
ον

パ
タ
ラ
人
，
ミ
ュ
ラ
人
，

「
リ
ュ
キ
ア
人
全
体
の
～

市
民
で
あ
る
」

Π
ατ
αρ
έα

 κ
αὶ

 Μ
υρ
έα

, 
πο
λε
ιτ
ευ
όμ
εν
ον

 δ
ὲ 
κα
ὶ 

ἐν
 τα

ῖς
 | 
κα
τὰ

 Λ
υκ
ία
ν 

πό
λε
σι

 π
άσ
αι
ς

22
T

A
M

 I
I 
42
2 

b
パ
タ
ラ

帝
政
期

奉
納
？

?(
[Τ
ιβ
ερ
ίο
υ 
Κ
λα
υδ
ίο
υ]

 | 
[Κ
λ(
αυ
δί
ου

) Ἰ
άσ
ον
ος

 υ
ἱο
ῦ 

Κ
υρ
εί
να

 Ἀ
γρ
ιπ

]|[
πε
ίν
ου

)

パ
タ
ラ
人
，
ミ
ュ
ラ
人
，

「
リ
ュ
キ
ア
人
全
体
の
～

市
民
で
あ
る
」

[Π
ατ
αρ
έω
ς κ
αὶ

 Μ
υρ
έω
ς, 

πο
]|λ
ε̣[
ιτ
ευ
ομ
έν
ου

 ἐ
ν 

τα
ῖς

 κ
ατ
ὰ 
Λ
υκ
ία
ν]

 | 
π̣[
όλ
εσ
ι π
άσ
αι
ς

23
T

A
M

 I
I 
42
3

パ
タ
ラ

帝
政
期

顕
彰
決
議
？

Τ̣ι
βέ
ρι
ον

 Κ
λα̣
ύδ
ιο
ν 
Κ
λα
υδ

[ί]
|ο
υ 

Ἰά
σο̣
νο
ς υ

ἱὸ
ν 
Κ
υρ
εί
να

 | 
Ἀ
γρ
ιπ
πε
ῖν
ον

パ
タ
ラ
人
，
ミ
ュ
ラ
人
，

「
リ
ュ
キ
ア
人
全
体
の
～

市
民
で
あ
る
」

Π
ατ
αρ
έα

 κ
α[
ὶ] 

| Μ
υρ
έα

, 
πο
λι
τε
υό
με
νο
ν 

| δ
ὲ 
κα
ὶ 

ἐν
 τα

ῖς
 κ
ατ
ὰ 
Λ
υκ
ία
ν 

πό
|λ
εσ
ι π
άσ
αι
ς

24
T

A
M

 I
I 
48
7

パ
タ
ラ

?
墓
碑

Τε
ιμ
αί
ῳ

 Π
λά
τω
νο
ς

パ
タ
ラ
人
，ク
サ
ン
ト
ス

人
，「
リ
ュ
キ
ア
人
全
体

の
～
市
民
で
あ
る
」

Π
ατ
αρ
εῖ

| κ
αὶ

 Ξ
αν
θί
ῳ

, 
πο
λε
ιτ
ευ
σα
μέ

|νῳ
 δ
ὲ 

κα
<ὶ

> 
ἐν

 τα
ῖς

 κ
ατ
ὰ 

Λ
υκ
ία
ν 

| π
όλ
εσ
ι π
άσ
αι
ς

25
T

A
M

 I
I 
49
5

（
=
F

d
 X

a
n

th
. 

N
o

.6
5）

レ
ト
ー
ン

帝
政
期

ク
サ
ン
ト
ス
に

よ
る
顕
彰
決
議

Τι
βέ
ρι
ον

 Κ
[λ
αύ

]|δ
ιο
ν 
Τι
βε
ρί
ου

 
Κ
λα
υδ
ίο
υ 
Ἰά
σ̣[
ο]

|νο
ς υ

ἱὸ
ν 

Κ
υρ
εί
να

 Ἀ
γρ
ιπ
πε
ῖν
ο̣[
ν]

ロ
ー
マ
人
，
パ
タ
ラ
人
，

ク
サ
ン
ト
ス
人
，ミ
ュ
ラ

人
，「
リ
ュ
キ
ア
人
全
体

の
～
市
民
で
あ
る
」

Ῥ̣
ωμ

α̣ῖ
ον

 κ
αὶ

 Π
ατ
αρ
έα

 
κα
ὶ Ξ

άν
θι
ο̣[
ν]

 | 
κα
ὶ 

Μ
υρ
έα

, π
ολ
ει
τε
υό
με
νο
ν 

δὲ
 κ
αὶ

 ἐ
ν 
τα
ῖς

 κ
ατ
ὰ 

[Λ
υ]

|κ
ία
ν 
π̣ό
λ̣ε
σι

 π
άσ
αι
ς

πρ
ογ
όν
ω
ν 
ὑπ
̣ά̣[
ρ]
χο
ντ
α 

| [
σ]
τρ
α̣τ
ηγ
ῶ
ν 
κα
ὶ 

να
υά
ρχ
ω
ν

26
T

A
M

 I
I 
57
5

ト
ロ
ス

後
43
年
以

前
？

コ
イ
ノ
ン
に
よ

る
顕
彰
決
議
？

Ἀ
πο
λλ
ώ
νι
ον

 Ἀ
ντ
ιγ
έν
ου
ς

ト
ロ
ス
人
，「
リ
ュ
キ
ア

人
全
体
の
～
市
民
で
あ

る
」

Τλ
ω
έα

, π
ολ
ει
τε
υό
με
νο
ν 

δὲ
 | 
κα̣
ὶ ἐ
ν 
τα
ῖς

 κ
ατ
ὰ 

Λ
υκ
ία
ν 
πό
λε
σι

 | 
πά
σα
ις

δι
̣[ὰ

 τῶ
ν]

 | 
πρ
ογ
όν
ω
ν

27
T

A
M

 I
I 
57
8

ト
ロ
ス

後
13
6
年
ト
ロ
ス
に
よ
る

顕
彰
決
議

Ὀ
πρ
αμ
όα
ν 
Ἀ
πο
λλ
ω
νί
ο[
υ]

 | 
δὶ
ς 

το
ῦ 
Κ
αλ
λι
άδ
ου

ト
ロ
ス
人
，ロ
デ
ィ
ア
ポ

リ
ス
人
，「
リ
ュ
キ
ア
人

全
体
の
～
市
民
で
あ
る
」

Τλ
[ω
έα

] |
 κ
αὶ

 
Ῥ
οδ
ια
πο
λε
ίτ
ην

, 
πο

[λ
ει

]|τ
ευ
όμ
εν
ον

 δ
ὲ 

κα
ὶ ἐ
ν  
τα̣

[ῖς
] |

 κ
ατ
ὰ 

Λ
υκ
ία
ν 
πό
λε
σι

 [π
ά]

|σ
αι
ς

28
T

A
M

 I
I 
57
9

ト
ロ
ス

後
13
6
年
ト
ロ
ス
に
よ
る

顕
彰
決
議

[Ὀ
πρ
αμ
όα

]ν
̣ Ἀ
πο
λλ
ω
νί
ου

 δ
ὶς

 | 
[τ
οῦ

 Κ
αλ
λι

]ά
δο
υ

ト
ロ
ス
人
，ロ
デ
ィ
ア
ポ

リ
ス
人
，「
リ
ュ
キ
ア
人

全
体
の
～
市
民
で
あ
る
」

Τλ
ωέ
α 
κα
ὶ |

 [Ῥ
οδ
ια
πο
λ]

-
εί
τη
ν,

 π
ολ
ει
τε
υ|
όμ
εν
ον

 
δὲ

] κ
αὶ

 ἐν
 τα

ῖς 
κα
τὰ

 | 
[Λ
υκ
ία
ν 
πό
λ]
εσ
ι π
άσ
αι
ς
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29
T

A
M

 I
I 
66
7

カ
デ
ュ
ア
ン
ダ
後
10
0-1
50

年
頃

カ
デ
ュ
ア
ン
ダ

に
よ
る
顕
彰
決

議

[Ο
ὐε
ί]λ̣
ι̣ο
ν 
Κ
οΐ
ντ
ου

 Ο
ὐε
ιλ

[ίο
υ]

 | 
υἱ
ὸν

 Ο
ὐε
λλ
εί
να

 Τ
ιτι
αν
ὸν̣

パ
タ
ラ
人
，「
リ
ュ
キ
ア

人
全
体
の
～
市
民
で
あ

る
」

Π
ατ
αρ
έα

, 
πο
λε
ιτ
ευ
όμ
εν
ο[
ν 
δὲ

 
ἐν

] |
 τα

ῖς
 κ
ατ
ὰ 
Λ
υκ
ία
ν 

πό
λε
σι

 π
[ά
σα
ις

]

30
T

A
M

 I
I 
79
0

（
=

IK
 A

r
yk

a
n

d
a

 

50（
＋
51
））

ア
リ
ュ
カ
ン
ダ
後
13
8
年
顕
彰
決
議
？

Σα
ρπ
ηδ
όν
α 
Π
αν
τα
ιν
έτ
ου

 δ
ὶ[ς

 
το
ῦ]

 | 
Κ
αλ
λι
κλ
έο
υς

ア
リ
ュ
カ
ン
ダ
人
，

「
リ
ュ
キ
ア
人
全
体
の
～

市
民
で
あ
る
」

Ἀ
ρυ
κα
νδ
έα

, π
ολ
ει

 
[τ
ευ
όμ
ε]

|νο
ν 
δὲ

 κ
αὶ

 
ἐν

 τα
ῖς

 κ
ατ
ὰ 
Λ
υκ
ία
ν 

πό
[λ
εσ
ι π
ά]

|σ
αι
ς

ἐκ
 τῶ

ν 
πρ
ωτ
ευ
όν
τω
ν 
ἐν

 
τῇ

 π
α̣[
τρ
ίδ
ι κ
αὶ

 τῷ
]| 
ἔθ
νε
ι, 

πρ
ογ
όν
ων

 σ
τρ
ατ
ηγ
ῶν

 
κα
ὶ ἱ
π̣[
πά
ρχ
ων

31
T

A
M

 I
I 
90
7

ロ
デ
ィ
ア
ポ
リ
ス
後
13
6-1
53

年
頃

奉
納

Ὀ
πρ
αμ
όα
ς Ἀ

πο
λλ
ω
νί
ου

 δ
ὶς

 
το
ῦ 
Κ
αλ
λι
ά]
δο
υ

ロ
デ
ィ
ア
ポ
リ
ス
人
，

ミ
ュ
ラ
人
，「
リ
ュ
キ
ア

人
全
体
の
～
市
民
で
あ

る
」

[Ῥ
οδ
ια
πο
λε
ίτ
ης

 
κα
ὶ Μ

υρ
εύ
ς, 

πο
λε
ιτ
ευ
όμ
εν
ος

] δ
ὲ 
κα
ὶ 

[ἐ
ν 
τα
ῖς

 κ
ατ
ὰ 
Λ
υ]
κί
αν

 
[π
όλ
εσ
ι] 
πά
σ[
αι
ς]

32
T

A
M

 I
I 
90
8

ロ
デ
ィ
ア
ポ
リ
ス
後
13
6-1
53

年
頃

奉
納

Ὀ
πρ
αμ
όα
ς Ἀ

πο
λλ
ω
νί
ου

 δ
ὶς

 
το
ῦ 
Κ
αλ
λι
άδ
ου

ロ
デ
ィ
ア
ポ
リ
ス
人
，

ミ
ュ
ラ
人
，「
リ
ュ
キ
ア

人
全
体
の
～
市
民
で
あ

る
」

[Ῥ
οδ
ια
πο
λε
ίτ
ης

 
κα
ὶ Μ

υρ
εύ
ς, 

πο
λε
ιτ
ευ
όμ
εν
ος

 δ
ὲ 
κα
ὶ 

ἐν
 τα

ῖς
 κ
ατ
ὰ 
Λ
υκ
ία
ν]

 | 
πό
λε
σι

 π
άσ
αι̣
ς

33
T

A
M

 I
I 
12
03

フ
ァ
セ
リ
ス

後
10
0-1
53

年
頃

顕
彰
決
議
？

Ὀ
πρ
αμ
όα
ν 
Ἀ
πο
λλ
ω
νί
ο̣υ

 | 
δὶ
ς 

το
ῦ 
Κ
αλ
λι
άδ
ου

ロ
デ
ィ
ア
ポ
リ
ス
人
，

ミ
ュ
ラ
人
，フ
ァ
セ
リ
ス

人
，「
リ
ュ
キ
ア
人
全
体

の
～
市
民
で
あ
る
」

Ῥ
οδ
ι[α

]|π
ολ
εί
τη
ν 

κα
ὶ Μ

υρ
έα

 κ
α̣[
ὶ] 

| 
Φ
ασ̣
ηλ
εί
τη
ν,

 π
ολ
ε̣[
ι]-

τ̣[
ευ
ό]

|μ
εν
ον

 κ
αὶ

 ἐ
ν 

τα
ῖ̣ [ς

 κ
ατ
ὰ]

 | 
[Λ
υκ
ί]α
ν 

πό
λε
σι

 π
[ά
σα
ις

]

34
F

d
 X

a
n

th
. 

N
o

.6
6
ク
サ
ン
ト
ス

後
15
2
年

以
降

コ
イ
ノ
ン
に
よ

る
顕
彰
決
議
？

Ὀ
πρ
αμ
όα

[ν
] |

 Ἀ
πο
λλ
ω
νί
ου

 β
ʹ 

το
ῦ 
Κ
αλ

|λ
ιά
δο
υ

ロ
デ
ィ
ア
ポ
リ
ス
人
，

ミ
ュ
ラ
人
，
パ
タ
ラ
人
，

ト
ロ
ス
人
，ク
サ
ン
ト
ス

人
，
テ
ル
メ
ッ
ソ
ス
人
，

リ
ミ
ュ
ラ
人
，「
リ
ュ
キ

ア
人
全
体
の
～
市
民
で

あ
る
」

Ῥ
οδ
ια
πο
λε
ίτ
ην

 | 
κα
ὶ Μ

υρ
έα

 κ
αὶ

 
Π
ατ
αρ
έα

 | 
κα
ὶ Τ
λω

έα
 

κα
ὶ Ξ

άν
θι
ον

 κ
αὶ

 | 
Τε
λμ
εσ
έα

 κ
αὶ

 Λ
ιμ
υρ
έα

, 
πο

|λ
ει
τε
υό
με
νο
ν 
δὲ

 κ
αὶ

 
ἐν

 τα
ῖς

 | 
κα
τὰ

 Λ
υκ
ία
ν 

πό
λε
σι
ν 
πά
σα
ις
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35
F

d
 X

a
n

th
. 
N

o
.7
5
ク
サ
ン
ト
ス

前
1
世
紀

末
～
後
1

世
紀
初

顕
彰
決
議
？

Κ
αλ
λί
αν

[-
--

]
イ
オ
バ
テ
ス
人
，「
リ
ュ

キ
ア
人
全
体
の
～
市
民

で
あ
る
」

Ἰο
βά
τε
ιο
ν,

 π
ολ̣

[ιτ
ευ
ό|

- 
με
νο
ν 
δ]
ὲ 
κα
ὶ ἐ
ν 
τα
ῖς

 
κα

[τ
ὰ 
Λ
υκ
ία
ν 

| π
όλ
εσ
ι 

π]
ά̣σ
αι
ς

δι
ὰ 
π[
ρο
γό
νω
ν]

36
F

d
 X

a
n

th
. 

N
o

.8
1
ク
サ
ン
ト
ス

前
1
世
紀

末
～
後
1

世
紀
初

?

奉
納

Κ
λέ
ω
ν 
Κ
λέ
ω
νο
ς τ
οῦ

 | 
Ἀ
πο
λλ
ω
νί
δο
υ

ク
サ
ン
ト
ス
人
，「
リ
ュ

キ
ア
人
全
体
の
～
市
民

で
あ
る
」

Ξά
νθ
ιο
ς, 

πο
|λ
ει
τε
υό
με
νο
ς δ
ὲ 
κα
ὶ 

ἐν
 τα

ῖς
 | 
κα
τὰ

 Λ
υκ
ία
ν 

πό
λε
σι

 π
άσ
αι
ς

37
F

d
 X

a
n

th
. 

N
o

.9
1
ク
サ
ン
ト
ス

後
17
0
年

頃
ク
サ
ン
ト
ス
に

よ
る
顕
彰
決
議

Σέ
ξσ
το
ν 
Ο
ὐη
ρά
νι
ον

 Κ
οΐ
ντ
ου

 
Ο
ὐη
ρα
νί
ου

 Ε
ὐδ
ή|
μο
υ 
υἱ
ὸν

 
Κ
υρ
εί
να

 Π
ρε
ῖσ
κο
ν 
τὸ
ν 
κα
ὶ 

Εὔ
δη
μο
ν

ロ
ー
マ
人
，ク
サ
ン
ト
ス

人
，「
リ
ュ
キ
ア
人
全
体

の
～
市
民
で
あ
る
」

Ῥ
ω
μα
ῖο
ν 
κα
ὶ Ξ

άν
θι
ον

, 
πο
λε
ιτ
ευ
όμ
εν
ον

 δ
ὲ 
κα
ὶ 

ἐν
 τα

ῖς
 | 
κα
τὰ

 Λ
υκ
ία
ν 

πό
λε
σι

 π
άσ
αι
ς

πρ
ογ
όν
ω
ν 

| σ
τρ
ατ
ηγ
ῶ
ν 

κα
ὶ ἱ
ππ
άρ
χω
ν

38
F

d
 X

a
n

th
. 

N
o

.9
2
ク
サ
ン
ト
ス

後
18
5
年

以
降

顕
彰
決
議
？

[Τ
ιβ
έρ
ιο
ν 
Κ
λ]
αύ
δι
ον

 
Στ
ασ
ιθ
έμ
ιδ
ος

 δ
ὶς

 το
ῦ 

Τη
λε
μά

|[χ
ου

 --
- Κ

]υ
ρε
ίν
α 

Τη
λέ
μα
χο
ν

ロ
ー
マ
人
，ク
サ
ン
ト
ス

人
，
パ
タ
ラ
人
，
ミ
ュ
ラ

人
，「
リ
ュ
キ
ア
人
全
体

の
～
市
民
で
あ
る
」

[Ῥ
ωμ

αῖ
ο]
ν̣ 
κα
ὶ Ξ

άν
θι
ον

 
κα
ὶ Π

ατ
αρ
έα

 κ
αὶ

 
Μ
υρ
έα

, π
ολ
ει
τε
υό
με
νο
ν 

| [
δὲ

 κ
αὶ

 ἐ
ν 
τα
ῖς

 κ
ατ

]ὰ
 

Λ
υκ
ία
ν 
πό
λε
σι

 π
άσ
αι
ς

πρ
ογ
όν
ω
ν 
στ
ρα
τη
γῶ
ν 

κα
ὶ ἱ
ππ
άρ
χω
ν

39
IG

R
 I

II
 4
74

（
=
 L

B
W

 1
22
4）

バ
ル
ブ
ラ

後
20
0-2
12

年
頃

コ
イ
ノ
ン
に
よ

る
顕
彰
決
議
？

Μ
άρ
κο
υ 
Α
ὐρ
ηλ
ίο
υ 
Τρ
ω
ίλ
ου

 
Μ
ά[
σ]

|α
ντ
ος

 το
ῦ 
Τρ
ω
ίλ
ου

ブ
ボ
ン
人
，カ
デ
ュ
ア
ン

ダ
人
，「
リ
ュ
キ
ア
人
全

体
の
～
市
民
で
あ
る
」

Β
ου
βω

νέ
ω
ς κ

αὶ
 

Κ
αδ
υα
ν|δ
έο
ς, 

[π
]ο
λ[
ει

]-
τε
υο
μέ
νο
υ 
δὲ

 κ
αὶ

 ἐ
ν 

τα
ῖς

 κ
ατ
ὰ 
Λ
υ|
κί
αν

 
πό
λε
σι
ν 
πά
σα
ις

40
IG

R
 I

II
 6
95

ア
ポ
ッ
ロ
ニ
ア

?

ア
ポ
ッ
ロ
ニ
ア

に
よ
る
顕
彰
決

議
?

「
リ
ュ
キ
ア
人
全
体
の
～

市
民
で
あ
る
」

πο
λε

[ιτ
ευ
όμ
εν
ον

 —
 

—
 —

 ἐ
ν]

 | 
τα
ῖς

 κ
ατ
ὰ 

Λ
υκ
ία

[ν
] π
όλ
εσ
ι 

πά
σ[
αι
ς

41
IG

R
 I

II
 7
04

 I
II

A

（
=
S

er
ta

 

H
a
rt

el
ia

n
a

 1
/
7）

キ
ュ
ア
ネ
ア
イ
後
13
8-1
61

年
顕
彰
決
議
？

Ἰά
σ[
ον
α 
Ν
ει
κο
στ
ρά
το
υ]

キ
ュ
ア
ネ
ア
イ
人
，パ
タ

ラ
人
，「
リ
ュ
キ
ア
人
全

体
の
～
市
民
で
あ
る
」

[Κ
υα
νε
ί]τ
η[
ν 
κα
ὶ] 
Π
α[
τ]

-
α[
ρέ

]α
, π
ολ
ει
τε
υό
με
νο
ν 

δὲ
 κ
αὶ

 ἐ
ν 
τα
ῖς

 κ
ατ
ὰ 

Λ
[υ
κί

]α
ν 
πό
λε
σι

 | 
πά
σ[
αι
ς]
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42

IG
R

 I
II

 7
26

（
=
 P

e
te

rs
e
n

-

L
u

sc
h

an
, 
R

ei
se

n
 

II
 3
7,
66
）

ミ
ュ
ラ

？
顕
彰
決
議
？

[Ὀ
πρ
αμ
όα
ς Ἀ

πο
λλ
ων
ίο
υ]

 | 
[δ
ὶς

 
τ]
οῦ

 Κ
αλ

[λ
ιά
δο
υ]

ロ
デ
ィ
ア
ポ
リ
ス
人
，

ミ
ュ
ラ
人
，「
リ
ュ
キ
ア

人
全
体
の
～
市
民
で
あ

る
」

[Ῥ
οδ

]ια
πο
λε
ί[τ
ης
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